
「令和2年9月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

REAL株式会社（法人番号
3290801018804）　代表者藤
原浩喜

本社営業所

福岡県遠賀郡岡垣町公園
通り2-12-4

福岡県遠賀郡岡垣町上畑
166

有限会社山崎運送（法人番
号9300002001544）　代表者
川浪晃

佐賀営業所

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
石動2516-1

佐賀県佐賀市鍋島町大字
八戸3154

11点

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

11点

令和2年9月8日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項1号、法第
17条第4項

令和2年8月19日、監査実施。2件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3
条第4項)､(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則
第7条第5項)

0点 0点

令和2年9月8日
輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第17
条第1項第2号、法第
17条第4項、法第24
条の3、法第60条第1
項、道路運送車両法
第48条

令和2年1月22日、監査実施。17件の違反が認め
られた。(1)(2)事業計画(自動車車庫・配置車両数)
に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送
事業法(以下「法」)第8条第1項)、(3)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)定期点検
整備の実施違反(安全規則第3条の2、道路運送車
両法第48条)、(5)点呼の実施義務違反（安全規則
第7条)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第
7条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全
規則第8条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者
に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保
存違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対
する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第
10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)、(14)全従業員に対する指導監督義務
違反(安全規則第10条第4項)、(15)運行管理者の
講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(16)
輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則
第2条の8)、(17)報告義務違反(法第60条第1項)

文書警告



「令和2年9月分」

局内累積
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一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

有限会社大川物流（法人番
号7290002053085）　代表者
馬渕義光

本社営業所

福岡県大川市大字下林
728-1

福岡県大川市大字下林
728-1

株式会社ティーエム物流（法
人番号7300001008880）　代
表者峯貴史

本社営業所

佐賀県伊万里市山代町久
原字波佐間2976-22

佐賀県伊万里市山代町久
原字波佐間2976-22

17点

令和2年9月17日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項1号、法第
17条第4項

令和2年7月2日、監査実施。4件の違反が認めら
れた。(1)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第
9条の5第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)、(3)乗務時間等の基準の遵守
違反(安全規則第3条第4項)、(4)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)

1点 1点

令和2年9月17日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項1号、法第17条
第4項、法第24条の3

令和2年2月27日、監査実施。16件の違反が認め
られた。(1)事業計画(配置車両数)に定めるところ
に従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1
項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3
条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務
(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反
（安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全
規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違
反(安全規則第8条)、(7)事故の記録事項義務違反
(安全規則第9条の2)、(8)運行指示書に係る（作
成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1
項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、
(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
(安全規則第10条第2項)、(14)全従業員に対する
指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、(15)
運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23
条第1項)、(16)輸送の安全に関わる情報の公表違
反(安全規則第2条の8)

17点
輸送施設の使用停止
（170日車）、文書警
告

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警告


